
ඁ生活のֶ॔をおいされたらどうするの？

৮はでるの？

ù民生委員・児童委員として活動していƼزƆǄƟù

　民生委員は、ಙଽ的な生活の支援を行うのではなく、例えƣේいຼ、ǚȅਕし、ոへ

のஷり߬えなど日常生活の支援をおいされた場ࢳは、関係機関を紹介する「つなぎ役」を

担います。

　民生委員は、྄報ৼのボランティアとして活動します。ただし、ಧરๆや交ಧๆなど

活動に係るๆ用が「活動ๆ」として支ܽされます。

　また、活動中の事࠻やǗǒに௮するがあります。

・・・・・児童委員児童委員民生委員・児童委員民生委員・児童委員民生委員・児童委員
Q.

Q.

ड़民の暮らしを応援するため、צ࠲ྍ・ࢽड़から委嘱

を受けて、ボランティアとして活動をしています。

地域を見守り、様々な困りごとをػさんと一緒に考え、

サポートしています。

　自分が暮らす地域の力になりたいとय़い、民生委員になりま

した。これまで交流することのなかった地域のػさんとの交流

がࡸがり、日々ਁ実しています。

　地域の方と協力して子どものഉ校ইにあいさつ・声かけをして

います。民生委員のउをొってもらうことで、子どもから声を

かけてくれるようになり、地域にၕい້Ո۵がࡸがっています。

　定期的に高齢者サロンを開催しています。みんなで一緒に

をったり、体を動かしたりすることで、高齢者の方にٮしい

ই間をؗごƎたとۡんでいただけて、とてもۥしくय़っています。

　仕事をしながら活動しています。委員同士の連ရは505やȈー

Ȓを活用したり、ࠓ৩会はǐンラǊンで参加するなど、྄ါの

ないฤՈで活動に取り組んでいます。
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ùƳっとహƻたいƠù
ॏのཪ生Ղը・ॴഽՂը活വにƕŵてのםࠦཷ 24 വؕもųƻƯす
のƘ¢ƍƣƅဎƀƑƆŵªª
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ड़ǌǍǼサǊト

民生委員・児童委員について



民生委員・児童委員ってどんな人？Q.

民生委員が相談を受けて困ったときはどうするの？

いろいろな組織と連携しています

Q.

どんな活動をしているの？Q.

　民生委員は、民生委員法に基づき、厚生労働大臣から委嘱され、ボランティアとして活動

する非常勤の地方公務員です。

　すべての「民生委員」は「児童委員」も兼ねていて、子どもに関わる支援活動もしています。

「主任児童委員」という特定の区域をもたずに、子どもや子育て家庭に関する支援を専門に

担当する委員もいます。

　任期は３年で、令和７年１２月１日に一斉改選が行われます。なお、途中で退任した方の

後継者の任期は、前任者の残任期間となります。

　学区ごとに民生委員児童委員協議会を設置しています。地域の生活や福祉に関する課題の

検討や情報交換をするために、月に１回定例会を開催しています。困ったときは、委員同士、

相談することができます。

　また、民生委員・児童委員が受けた相談を必要な関係機関につなげられるよう、区役所

や社会福祉協議会、いきいき支援センターとも連携をとっておりますので、各関係機関にも

ご相談ください。

区役所や社会福祉協議会、いきいき支援センターなど様々な機関と連携して、地域福祉の推進に

取り組んでいます。

　地域住民の一員として、担当する区域で地域の

方の生活上のさまざまな相談に応じ、その解決に

向けて一緒に考え、利用できる福祉サービスなどの

情報提供や行政等の専門機関を紹介する

「つなぎ役」です。
　地域でひとり暮らし高齢者などを訪問

し、見守り活動を行うとともに、子ども

たちへの声かけなども行っています。

○ひとり暮らし高齢者をあたたかく見守る運動

（ひとり暮らし高齢者及び７５歳以上の高齢者のみ世帯で見守りが必要な世帯を把握し、

定期的な訪問を行い、高齢者の孤立を防止しています。）

○行政への協力、行政と民生委員児童委員協議会との共催事業

　・高齢者世帯実態把握調査　　・赤ちゃん訪問事業

○ふれあい・いきいきサロン、子育てサロンの運営への参加

（保健センターや地域団体、ボランティア団体などと協力して、

地域の高齢者、障害者、子育て世帯の交流の場作りをしています。）

○地域福祉推進協議会の活動への参加

（区政協力委員、保健環境委員、ボランティア団体などと協力して、地域の福祉課題に取

り組み、住民の誰もが安心して住み続けることができる地域づくりを進めています。）

高齢者に関すること　　　子どもに関すること
障害者に関すること　　　その他

健康・保健医療
在宅福祉
介護保険
家族関係
年金・保険

高齢者に関すること　　　子どもに関すること
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日常的な支援
子どもの地域生活
生活環境
生活費
その他

子育て・母子保健
子どもの教育・学校生活

住居
仕事

主な活動

福 祉

介護サービスなどの
福祉サービスの相談・
情報提供など

に関すること

子育て

子育ての悩みの相談
児童虐待の防止の

啓発など

に関すること

生活・健康

健康・医療・生活困窮

の相談など

に関すること

区役所や社会福祉協議会、いきいき支援センターなど様々な機関と連携して、地域福祉の推進に

取り組んでいます。取り組んでいます。

区役所・保健センター

警察署・消防署

児童相談所

自治会・町内会

医療機関・
福祉施設

学校・幼稚園・
保育所

民生委員・児童委員
主任児童委員

いきいき支援センター
（地域包括支援センター）

社会福祉協議会・
ボランティア団体

障害者基幹相談支援センター

地域子育て支援拠点

仕事・暮らし自立
サポートセンター

分野別相談・支援件数（%）

38.9




